
 

 

 

市有財産売却のご案内 

先着順随意契約による 

市有財産売却実施要領 
 

 

【申込用紙の配布期間】 

令和８年１月５日（月）～ 令和８年７月２４日（金） 

 

【申込受付期間】 

令和８年１月５日（月）～ 令和８年７月２４日（金） 

 

 

※ 申込みをされる方は、この実施要領の内容並びに現地状況を十分把握したうえでお申し

込みください。 

 

 

 

 

問い合わせ先 諫早市 企画財務部 契約管財課 

電話 0957-22-1500（内線 3661～3664） 
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先着順随意契約による市有財産売却について 

 

諫早市では、下記市有財産を先着順随意契約により売却いたします。 

先着順随意契約による売却とは、市有財産の買受希望者を募り、最初に申込書を提出した

方（同一日に複数の申込みがあった場合は抽選）を売買契約の相手方するものです。 

 

記 

１ 売却物件 

物

件 

番

号 

区分 所在 地目等 面積 
最低売却 

価格 
契約保証金 

用途 

地域 

１ 土地 
中通町 

35番 7 
宅地 

3,880.62㎡ 

(1173.9坪) 
23,160,000円 

契約金額の

100 分の 10

以上に相当

する金額 

都市計

画区域

外 

２ 

土地 

建物 

飯盛町後田 

1274番 11 
宅地 

216.36㎡ 

（65.4坪） 

5,133,000円 

契約金額の

100 分の 10

以上に相当

する金額 

都市計

画区域

外 

建物（居宅） 

木造セメント瓦葺 

2階建(昭和59年建築) 

1階 47.20㎡ 

2階 23.18㎡ 

計  70.38㎡ 

建物（物置） 

木造スレート葺 

平屋建 

3.31㎡ 

土地 
飯盛町後田 

1274番 12 
宅地 

162.85㎡ 

（49.3坪） 

 

２ 申込方法について 

１ 申込用紙の配布 

・配布期間 令和８年１月５日（月）から令和８年７月２４日（金）まで 

（９時～１７時 土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

・配布場所 諫早市役所本館６階 企画財務部契約管財課  

      諫早市東小路町７番１号 

※諫早市ホームページからもダウンロードできます。 
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２ 買受申込資格 

   買受申込には個人・法人を問わず、次のいずれにも該当しない方はどなたでも参加

できます。 

（１）市との間で売買契約を締結する能力を有しない者（未婚の未成年者で売買契約につ

いて親権者又は未成年後見人の同意を有しない者等）及び破産者で復権を得ない者 

（２）次の各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過していない者又はその者

を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者 

イ 本市の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公

正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 本市の行う競争入札の落札者が契約を締結すること又は本市との契約者が契

約を履行することを妨げた者 

エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定による監

督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由なく本市との契約を履行しなかった者 

（３）暴力団（諫早市暴力団排除条例（平成２４年条例第２０号）第２条第１号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）又は暴力団関係者（同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。） 

（４）暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等これらに関わりをもつ者その他

集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として

警察等捜査機関が確認した者 

（５）法人にあっては役員（非常勤の役員を含む。）、支配人、支店長、営業所長その他こ

れらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者、法人以外の団体にあ

ってはその代表者及び経営に実質的に関与している者のいずれかが（３）に該当する

と判明した法人又は団体 

（６）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

による処分を受けている団体及びその代表者、主催者又はその他の構成員 

（７）市税を滞納している者（諫早市外の者については、該当する市町村民税） 

 

３ 申込の受付 

  ・受付期間 令和８年１月５日（月）から令和８年７月２４日（金）まで 

（９時～１７時 土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

・受付場所 諫早市役所本館６階 企画財務部契約管財課 

諫早市東小路町７番１号 

 

４ 申込方法 

「市有財産買受申込書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、受付期間内に

受付場所まで直接持参してください。 
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※ 郵送、電話、ＦＡＸ及び電子メール等、持参以外の申込みはできません。 

  ※ 現地説明会は実施しません。物件は、現状有姿のままでのお引き渡しになりますの

で、買受けを希望される場合は、現地確認を必ず行い、納得のうえで申込みをしてく

ださい。 

 

５ 申込みに必要な書類 

（１）個人の場合 

①本人の印鑑登録証明書 

②身分証明書（本籍地の市町村で発行してもらえます。） 

③住民票抄本 

④市町村民税納税証明書（完納証明書） 

⑤暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 

※①～④の書類は、発行後３か月以内のもの。 

 

（２）法人の場合 

①法人の印鑑証明書 

②法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

③市町村民税納税証明書（完納証明書） 

④暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 

※①～③の書類は、発行後３か月以内のもの。 

   

 ６ 共有名義による申込み 

（１）共有名義で申込みされる場合は、共有予定者の中から１名の代表者を決めてくだ

さい。申込みに関する一切の行為をすることができるのは、当該代表者のみです。 

（２）「市有財産買受申込書」には連名で必要事項を記入し、共有予定者全員の上記５

に掲げる書類を添えて、申し込んでください。 

 

７ 買受者の決定方法 

   申込書提出の先着順により、提出された書類の資格審査を行い、買受者を決定する。

ただし、同一の日に複数の申込書を受け付けたときは、後日、抽選（くじ引き）により

決定する。 

 

３ 契約の締結について 

決定の通知を受けた日から７日以内に別紙「市有財産売買契約書（案）」により契約を

締結していただきます。 

 

１ 契約の場所 

諫早市役所本館６階 企画財務部契約管財課 
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２ 契約締結時に必要なもの 

  （１）印鑑（実印） 

  （２）収入印紙（印紙税法に定められた税額相当分） 

  （３）契約保証金 

 

３ 契約保証金  

売買契約締結前までに、落札金額の１００分の１０以上に相当する金額を市が発行す

る納入通知書により納入していただきます。 

※契約保証金は返戻せず、土地代金の一部として充当します。 

 

４ 売買代金の支払い 

売買代金（契約保証金を差し引いた金額）は、契約締結時に市が発行する納入通知書に

より契約締結日の翌日から２０日以内に一括納入していただきます。 

期限内に納入しない場合は、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、政府契

約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項に基づき財務大臣が決定する率で計算して

得た額を遅延違約金として、別途収めていただくことになります。 

  納期限を相当の期間経過してもなお、売買代金を納入いただけない場合は、契約を解除

することがあります。この場合、契約保証金は諫早市に帰属することになります。 

 

５ 所有権移転登記等 

・売買物件の所有権は、売買代金の支払い完了後に移転します。 

・所有権移転登記の手続きは、諫早市が行います。 

・所有権移転登記の費用として、登録免許税相当額の収入印紙が必要です。金額は、契

約締結時にお知らせします。 

    

６ その他 

   本書に定めのない事項については、地方自治法、同施行令及び諫早市契約規則等の

定めるところにより処理することとします。 
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物 件 調 書 
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物件番号 １ 

所在地 諫早市中通町３５番７ 

面積 
３，８８０.６２

㎡ 
地目 宅地 形状 扇状でやや不整形 

最低売却価格 ２３，１６０，０００円 

接面道路の状況 市道「中通鶴田線」 幅員 6.0ｍ 

法令等に基づく 

制限 

都市計画区域 都市計画区域外 

用途地域 － 

指定建ぺい率 － 容積率 － 

防火地域等 － 

その他の制限 特になし 

供給処理 

施設の概要 

電気 引込可能 ガス 都市ガス等なし 

上水道 引込可能 下水道 なし 

交通機関 

※道路距離 

鉄道 ＪＲ「西諫早」駅 北西方 約９.９ｋｍ 

バス 県営バス「山本橋」バス停 南方 約５００ｍ 

公共施設 

※道路距離 

有喜小学校 南方 約９００ｍ 

有喜中学校 南方 約１.８ｋｍ 

諫早市役所 北北西方 約８.１ｋｍ 

備考 

・上下水道の配管状況や引き込み、建築確認等につきましては、入札参加 

 申込前に必ず各関係機関にお問い合わせください。 

建築確認⇒長崎県県央振興局建築課 

上水道⇒市水道課 下水道⇒市下水道課 

・本物件について、地下埋設物調査、地盤調査及び土壌汚染状況調査は、 

 実施していません。 

・敷地内の構築物等、残存物、雑草木も含め、現状有姿での引き渡しとな 

 ります。 

・上記の記載事項を含め、隣接所有者、近隣者又は関係機関等と必要な協 

 議は全て買受人が行い、市は協議又は協議の結果について一切関与いた 

しません。 

・現状有姿のままでのお引き渡しになりますので、各自で現地確認を必ず 

 行い、納得のうえで入札参加申込みをしてください。 
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物件番号１ 中通町３５番７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売払い物件 

有喜小学校 

国道251号線 

市営有喜住宅 
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物件番号１ 中通町３５番７ 
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物件番号１ 中通町３５番７ 
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物件番号 ２ 

所在地 
①諫早市飯盛町後田１２７４番１１（建物含む） 

②諫早市飯盛町後田１２７４番１２ 

面積 
①２１６．３６㎡ 

②１６２．８５㎡ 
地目 

①宅地 

②宅地 
形状 

①ほぼ整形地 

②ほぼ整形地 

最低売却価格 ５，１３３，０００円（建物含む） 

接面道路の状況 ①県道「諫早飯盛線」 幅員 10㎡ ・ ②無道路地 

法令等に基づく

制限 

都市計画区域 都市計画区域外 

用途地域 ― 

建ぺい率 ― 容積率 ― 

防火地域等 ― 

その他の制限 特になし 

供給処理 

施設の概要 

電気 引込可能 ガス 都市ガス等なし 

上水道 引込可能 下水道 引込可能 

交通機関 

※道路距離 

鉄道 ＪＲ「諫早」駅 北方 約１１.６ｋｍ 

バス 県営バス「後田口」バス停 北方 約６０ｍ 

公共施設 

※道路距離 

飯盛東小学校 北方 約１.４ｋｍ 

飯盛中学校 北西方 約１.８ｋｍ 

諫早市役所飯盛支所 北方 約１.１ｋｍ 

備考 

・上下水道の配管状況や引き込み、建築確認等につきましては、入札参加

申込前に必ず各関係機関にお問い合わせください。 

建築確認⇒長崎県県央振興局建築課 

上水道⇒市水道課 下水道⇒市下水道課 

・本物件について、地下埋設物調査、地盤調査及び土壌汚染状況調査は、 

実施していません。 

・敷地内の構築物等、残存物、雑草木も含め、現状有姿での引き渡しとな 

ります。（九州電力(株)の貸付電柱あり） 

・上記の記載事項を含め、隣接所有者、近隣者又は関係機関等と必要な協 

議は全て買受人が行い、市は協議又は協議の結果について一切関与い

たしません。 

・現状有姿のままでのお引き渡しになりますので、各自で現地確認を必ず

行い、納得のうえで入札参加申込みをしてください。 
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物件番号２ ①飯盛町後田１２７４番１１、②飯盛町後田１２７４番１２ 

 

 

  

売払い物件 

県道「諫早飯盛線」 

いいもりコミュニティ会館 

① 

② 
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物件番号２ ①飯盛町後田１２７４番１１、②飯盛町後田１２７４番１２ 

 

 

  

①飯盛町後田１２７４番１１ 

②飯盛町後田１２７４番１２ 



 - 14 - 

物件番号２（飯盛町後田１２７４番１１）の建物について 

 

※ 現状有姿のままでのお引き渡しになりますので、各自で現地確認を必ず行い、納得のう

えで入札参加申込みをしてください。内部見学を希望される場合は、企画財務部契約管財

課までご連絡ください。 

  

 

 

 

 

建築概要 

建築時期 昭和５９年１月１１日 

構 造 等 （居宅）木造セメント瓦葺２階建 

面  積 ７０.３８㎡（１階４７.２０㎡、２階２３.１８㎡） 

建ぺい率 

容 積 率 

実効建ぺい率（47.20＋3.31）㎡ ÷ 379.21㎡ ≒ 13.3％ 

実効容積率 （70.38＋3.31）㎡ ÷ 379.21㎡ ≒ 19.4％ 

施行資材 

概  要 

基  礎 布基礎 

屋  根 セメント瓦葺 

外  壁 サイディング等 

床 畳、塩ビシート、フローリング等 

内  装 ビニールクロス貼等 

天  井 竿縁天井、ビニールクロス貼等 

設備概要 電気・給排水・衛生・空調 

附属建物・外構 
物置（木造スレート葺平屋建）３．３１㎡ 

屋外駐車場、囲障等 

違反建築物 なし 

増改築、未登記物件の有無 なし 

耐震性及び地震リスク 
新耐震設計法に改正された昭和５６年６月以降のたてもので

あるため、耐震性は充たされていると推定される。 

有害物質の有無 

ＰＣＢ：使用されていないものと推測される。 

アスベスト：目視可能な範囲では悲惨性のある吹付アスベス 

トは観察されなかった。 
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建物図面 
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市有財産買受申込書 

令和  年  月  日 

諫早市長  様 

 

先着順による市有財産の売却について、公告及び実施要領の内容並びに現地状況を承諾の

うえ、申し込みます。 

 

【申込者】 

住  所 
電話番号（    ）   － 

氏  名 

（又は、法人名及び代表者名） 
 

連 

名 

者 

住  所 
電話番号（   ）   － 

氏  名  

※ 共有名義による申込みの場合、先頭の申込者を代表者として選任し、買受けに関する一切の行為を代表 

させることを承諾します。 

 

【申込物件】 

物件番号 所  在  地 

  

 

【買受希望価格】 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 

※金額の頭に「￥」マークを記載してください。 

 

市有財産買受申込受付書 

            様  

 

下記物件の買受申込書を受け付けました。 

 

・物件番号                  

 

 

受付番号 

受付印 

受付番号 
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委  任  状 

 

令和  年  月  日 

 

諫早市長  様 

 

（委任者） 

住所 

 

 

氏名                 

                   （法人名及び代表者名） 

 

 

私は、次の者を代理人と定め、下記市有財産の買受申込に関する一切の権限を委任します。 

 

                               

 

（代理人） 

住所 

 

氏名 

 

 

【申込物件】 

物件番号 所  在  地 
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暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 

 

（私・当法人・当団体）は、市有財産買受申込を行うに当たり、下記の事項について誓約

します。 

この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立て

ません。 

記 

１ （私・当法人・当団体）は次のいずれにも該当しません。 

（１）暴力団（諫早市暴力団排除条例（平成２４年条例第２０号）第２条第１号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）又は暴力団関係者（同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等これらに関わりをもつ者その他

集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として

警察等捜査機関が確認した者 

（３）法人にあっては役員（非常勤の役員を含む。）、支配人、支店長、営業所長その他こ

れらに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者、法人以外の団体にあ

ってはその代表者及び経営に実質的に関与している者のいずれかが（１）に該当する

と判明した法人又は団体 

 

２ １の誓約事項に反した場合、諫早市有財産規則第２０条の２（第２０条の３及び第２８

条第５項において準用する場合を含む。）の規定による契約の解除に異議なく応じます。 

 

３ 諫早市暴力団排除条例の主旨に基づき裏面名簿を提出します。名簿に記載されたすべて

の者は、暴力団関係者であるか否かの確認のため、諫早警察署に対してこの名簿による照

会があることに同意します。なお、名簿記載内容は事実と相違ありません。 

令和  年   月   日 

諫早市長 様 

 

〔法人、団体にあっては所在地〕 

住 所  

                                        

 

〔法人、団体にあっては名称及び代表者の氏名〕 

（ふりがな） 

氏 名            

                     ㊞  
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（暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書） 

名簿（役員等一覧表） 

 

【記載方法】 

① 記載例に従って、役職、氏名、カナ、生年月日、性別、住所を記載してください。 

② 法人の場合には登記事項証明書に記載されている役員全員及び支店若しくは事務所の代表者を記載して下さい。団体及び

個人事業者の場合には代表者を記載してください。 

③ 生年月日の記載について、T…大正、S…昭和、H…平成として、元号に○をつけてください。 

④ 性別の記載について、どちらかに○をつけてください。 

⑤ 同一内容であれば、任意の様式での提出も可といたします。 

 

法人・団体・個人名：                               

 

役職 氏名 カナ 生年月日 
性

別 
住  所 

【記載例】 

代表取締役社長 

 

諫早 太郎 

 

イサハヤ タロウ 

T 

S   年  月  日 

H 

男 

・ 

女 

 

諫早市東小路町7番１号 

   T 

S   年  月  日 

H 

男 

・ 

女 

 

   T 

S   年  月  日 

H 

男 

・ 

女 

 

   T 

S   年  月  日 

H 

男 

・ 

女 

 

   T 

S   年  月  日 

H 

男 

・ 

女 

 

   T 

S   年  月  日 

H 

男 

・ 

女 

 

※ 上記に記載された個人情報については、暴力団関係者の該当性の確認にのみ使用し、そ

の他の目的には一切使用しません。また、その取扱いについては、諫早市個人情報保護条

例を遵守し、適正に管理いたします。 
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市有財産売買契約書（案） 

 

一金○，○○○，○○○円也 

 

 売渡人 諫早市（以下「甲」という。）と買受人 ○○○○（以下「乙」という。）は、下

記条項に基づき売買契約を締結する。 

 

記 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買不動産） 

第２条 甲は、甲の所有に係る末尾記載の土地（以下「本件土地」という。）を乙に売り渡

し、乙はこれを買い受ける。 

（売買代金） 

第３条 本件土地の代金は頭書の金額とする。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、契約締結と同時に、契約保証金として金○○○，○○○円を納入するものと

し、うち、金○○○，○○○円は、入札保証金から充当するものとする。 

２ 甲は、乙が次条に定める売買代金を納付したときは、前項に定める契約保証金は売買代

金に充当するものとする。 

３ 乙が次条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金は甲に帰属する

ものとする。又、乙の責に帰すべき事由により契約が無効及び履行不能となった場合にお

いても同様とする。 

４ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

５ 第１項の契約保証金は、第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（売買代金の支払） 

第５条 乙は、売買代金のうち前条第１項に定める契約保証金を除いた 

金○，○○○，○○○円を、甲の発行する納入通知書により令和○年○月○○日までに甲に

納入しなければならない。 

２ 乙は、前項に定める支払期限までに売買代金を支払わないときは、当該期限の翌日から

支払った日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律

第２５６号）第８条第１項に基づき財務大臣が決定する率で計算して得た額を遅延違約金

として売買代金に合わせて甲に支払わなければならない。 

（所有権の移転） 

第６条 本件土地の所有権は、乙が第３条に定める売買代金を納付したときに乙に移転する。 

（所有権移転登記等） 

第７条 乙は、前条により本件土地の所有権を移転した後、甲に対し本件土地の所有権移転

登記を請求するものとし、甲はその請求により遅滞なく、所有権の移転を嘱託するものと

する。この場合、登記に要する一切の費用は乙の負担とする。 

収 入 

印 紙 

○○円 
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（売買物件の引渡し） 

第８条 甲は、第６条の規定により本件土地の所有権が移転したときに、当該本件土地をそ

の所在する場所において現状有姿のまま乙に引き渡すものとする。 

（用途の制限） 

第９条 乙は、本契約の締結の日から５年間、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に定められた風俗営業及び性風俗関連特

殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。 

２ 乙は、本契約の締結の日から５年間、本件土地を集団的に又は常習的に暴力的不法行為

を行うおそれがある組織の事務所など、公序良俗に反する用に供してはならない。 

３ 乙は、本契約の締結の日から５年間、本件土地を無差別大量殺人行為を行った団体の規

制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）による処分を受けている団体及びその代表

者、主催者及びその他の構成員の事務所または居宅の用に供してはならない。 

４ 乙は、本契約の締結の日から５年間、本件土地を前３項の用に供することが明らかな者

に対し、売渡し、贈与、交換、出資等による所有権の移転又は地上権、質権、使用貸借に

よる権利、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利の設定をしてはならない。 

（実地調査等） 

第１０条 甲は第９条に定める期間が満了するまでに、本件土地について随時に調査を行う

ことができる。 

２ 甲は、乙に対して利用状況等について報告を求めることができる。 

３ 乙は、正当な理由がなく、前２項に定める実地調査を拒み、妨げ、又は、報告を怠って

はならない。 

（契約不適合責任） 

第１１条 乙は、本契約の締結後、本件土地に数量の不足その他に関して本契約の内容に適

合しないことを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をす

ることができない。 

（違約金） 

第１２条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約

金として甲に支払わなければならない。 

（１）第１０条に定める義務に違反したときは、 

金○○○，○○○円（売買代金の１割） 

（２）第９条に定める義務に違反したときは、 

金○○○，○○○円（売買代金の３割） 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することがで

きる。 

（返還金等） 

第１４条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。

ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が本件土地に支出した必要費、有益費その他一切の
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費用は償還しない。 

４ 甲は、本条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１２条に定め

る違約金又は第１５条に定める原状回復又は第１６条に定める損害賠償として、甲に支払

うべき金額があるときは、それらの全部又は一部とその返還金とを相殺するものとする。 

（原状回復義務） 

第１５条 乙は、甲が第１３条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま

でに本件土地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が本件土地を原状に

回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、本件土地が滅失又は毀損しているときは、その

損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければなら

ない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害をあたえている場合には、その損害に

相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙が第１項の義務を履行しないときは、甲は乙に代わってこれを原状に回復することが

できるものとし、乙はその費用を負担しなければならない。 

４ 乙は、第１項に定めるところにより本件土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日

までに、当該本件土地の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１６条 甲及び乙は、本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、相手方

にその損害の賠償を請求することができる。 

（契約の費用） 

第１７条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第１８条 本契約から生じる一切の法律関係に基づく訴訟については、甲の事務所の所在地

を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。 

（疑義の決定） 

第１９条 本契約に疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定する。 

 

 上記契約の締結を証するため、本書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通を保

有するものとする。 

 

   令和○○年○○月○○日 

 

 

諫早市東小路町７番１号 

売払人（甲）  諫 早 市 

諫早市長      ○印 

 

 

○○市○○町○○番地○○  

買受人（乙）  ○ ○  ○ ○  ○印 



 - 23 - 

売買不動産の表示 

土地 

所 在  

地 番  

地 目  

地 積  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


